
令和６年海面漁業権免許新規設定における漁業権免許申請要領 

 

 

第１ 趣旨 

 この要領は、令和６年海面漁業権免許新規設定における漁業権免許申請等に係る各

種手続について必要な事項を定める。 

 

 

第２ 免許申請 

１ 免許申請は令和６年６月 28日に公示された海区漁場計画の漁業権の公示番号ご

とに行い、免許申請に係る書類は１漁業権ごとに原本１部を提出すること。 

 

２ 免許申請に係る手数料は、漁業権１件につき 3,700円とし、県証紙により納付

すること。 

ただし、令和６年能登半島地震により災害救助法又は被災者生活再建支援法が

適用された市町村に住民票を有している者であって、申請書類に加え市町村又は

所属漁業協同組合が発行した「罹災証明書」又は「被災証明書」等を添付した申

請については、手数料を全額免除する。 

 

３ 申請期限は令和６年８月 31日までとする。 

 

４ 漁業権免許申請の手続に係る申請書の様式及び添付書類（以下、免許申請書類

という。）は別表「免許等申請一覧」のとおりとする。 

 

５ 免許申請書類の作成等にかかる留意事項は以下のとおりとする。 

（１）免許申請書（様式１） 

・住所、氏名を記載の上、実印を押印すること。 

・申請者が法人にあっては、住所には主たる事務所の所在地を、氏名には名称及

び代表者の氏名を記載すること。 

・共同申請の場合は、代表者の住所及び氏名を記載すること。 

・漁業権の公示番号は海区漁場計画を確認の上、申請書に記載すること。 

（２）印鑑証明書 

・発行日から３か月以内のものとする。 

・共同申請の場合は、共同申請者全員の印鑑証明書を提出すること。 

・同一の申請者が、同時に複数の申請をする場合、いずれかの申請書に添付し、

その他の申請書の添付を省略することができる。 

（３）定款 

・網組にあっては、定款がある場合は添付すること。 



・同一の申請者が、同時に複数の申請をする場合、いずれかの申請書に添付し、

その他の申請書の添付を省略することができる。 

（４）登記事項証明書 

・同一の申請者が、同時に複数の申請をする場合、いずれかの申請書に添付し、

その他の申請書の添付を省略することができる。 

（５）事業計画（様式２、３） 

・漁業協同組合（以下、組合という。）が申請する共同漁業権及び区画漁業権につ

いては、直近の事業計画を添付すること。 

・組合が同時に複数の申請をする場合、いずれかの申請書に添付し、その他の申

請書の添付を省略することができる。 

・組合以外が申請する区画漁業権の場合は様式２を、定置漁業権の場合は様式３

を使用すること。 

（６）適格性に関する誓約書（様式４） 

・組合以外が申請する区画漁業権又は定置漁業権の場合に添付すること。 

・申請者が法人にあっては、住所には主たる事務所の所在地を、氏名には名称及

び代表者の氏名を記載すること。 

・共同申請の場合、共同申請者全員が誓約書を提出すること。 

・同一の申請者が、同時に複数の申請をする場合、いずれかの申請書に添付し、

その他の申請書の添付を省略することができる。 

（７）漁業法第 72条第２項第１号の要件を満たすことを証する書類（様式５） 

・既存漁場に設定される区画漁業権の免許申請をする場合に提出すること。 

・関係地区に住所を有し、既存漁場に設定される当該漁業権の漁業を営む者の世

帯数を把握すること。 

・把握した世帯数のうち、組合員の世帯数が３分の２以上となる場合、適格性が

認められる。 

（８）漁業法第 72条第２項第２号の要件を満たすことを証する書類（様式６） 

・共同漁業権又は新規漁場に設定される区画漁業権の免許申請をする場合に提出

すること。 

・関係地区に住所を有し、１年に 90日以上の沿岸漁業を営む者の世帯数を把握す

ること。 

・沿岸漁業とは、総トン数 20トン未満の動力漁船を使用して行う漁業のことをい

う。 

・把握した世帯数のうち、組合員の世帯数が３分の２以上となる場合、適格性が

認められる。 

（９）総会議事録抄本 

・総会議事録抄本を提出する際、議案書も併せて提出すること。 

・同一の申請者が、同時に複数の申請をする場合、いずれかの申請書に添付し、

その他の申請書の添付を省略することができる。 



（10）総会議決集計表 

・総会定足数及び総会特別議決について確認ができる内容のものとすること。 

・同一の申請者が、同時に複数の申請をする場合、いずれかの申請書に添付し、

その他の申請書の添付を省略することができる。 

（11）代表者選定届（様式７） 

・共同申請の場合に提出すること。 

・共同申請者全員の住所及び氏名を記載し、実印を押印すること。 

（12）共同経営出資持分調書（様式８） 

・共同申請の場合に提出すること。 

・共同申請者全員の氏名を記載し、実印を押印すること。 

・議決権、損益分配の割合及び漁業権の持分割合が出資金額割合と同等の場合

は、その旨を記載し、これらの記載を省略することができる。 

（13）組合員、社員又は株主の名簿 

・組合の申請にあっては、組合員の氏名及び住所が記載された名簿を提出するこ

と。 

・法人の申請にあっては、株主及び漁業従事者の氏名及び住所が記載された名簿

を提出すること。 

・網組の申請にあっては、漁業従事者の氏名及び住所が記載された名簿を提出す

ること。 

・個人の申請にあっては、漁業従事者がいる場合にのみ氏名及び住所が記載され

た名簿を提出すること。 

・同一の申請者が、同時に複数の申請をする場合、いずれかの申請書に添付し、

その他の申請書の添付を省略することができる。 

 

６ 免許申請書類以外に、必要に応じて申請者からさらに資料の提出を求めること

がある。 

 

７ 申請者が組合の場合、支所又は出張所にて必要な書類を整理し、本所で取りま

とめの上、石川県水産課に提出すること。 

 

８ 申請者が組合以外の場合、所属する支所又は出張所を経由して、石川県水産課

に提出すること。 

 



別表「免許等申請一覧」

（１）（２）（３）（４）（５）（６） （７） （８） （９）（10）（11）（12）（13）（１）（２）（３）（４）（５）（６）（７）（８）（９）（１）（２）（２）（３）（４） （５） （５） （１）（２）（３）（４）（５）　
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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

組合（本所） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

組合（支所） ● ● ● ● ● ▲

組合（本所） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

組合（支所） ▲ ▲ ● ▲ ● ● ▲

法人 ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ●

個人 ● ● ● ● ▲ ▲ ▲

法人 ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ●

個人 ● ● ▲ ● ● ▲ ▲ ▲

組合（本所） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

組合（支所） ● ●

1 ― ― ― 2,3 4 5 6 ― ― 7 8 ― 9 ― ― ― 10 11 12 ― ― 13 ― ― ― 14 ― ― 15 ― ― ― ―

備考

1 　●を付した書類は必須のものであり、▲を付した書類は必要に応じて添付すること。

2 　※の書類については、同一の申請者が、同時に複数の申請をする場合、いずれかの申請書に添付すればよい。

3 　網組による申請については、申請者区分は個人の欄を参照すること。
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